
生活困窮者自立支援事業の
施行準備の取組について

静岡県浜松市 健康福祉部 福祉総務課

生活保護グループ

浜松市の取組を
説明するのじゃ。
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浜松市は、首都圏と関西圏のほぼ中間に位置し、都市機能や先端技術
産業が集積する都市部、都市近郊型農業が盛んな平野部、豊富な水産資
源に恵まれた沿岸部、広大な森林資源を擁する中山間地域があり、まさ
に国土縮図型都市です。
江戸時代から続く綿織物と製材業をルーツとした地場産業が盛んで、

繊維楽器、輸送用機器の三大産業を中心とし、近年では産学官の連携を
積極的に展開し、次世代自動車、光・電子技術関連等の高度な技術の集
積が進みつつあります。
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新規事業である生活困窮者自立支援事業のモデル実施を検討するにあたり、まずは
事業の方向性を左右する論点を１つずつ整理していく必要があった。

自立相談支援事業 必須

住宅確保給付金 必須

就労準備支援事業 任意

家計相談支援事業 任意

一時生活支援事業 任意

その他(学習支援事業) 任意

必須事業なので・・

必須事業なので・・

出口の確保が必要なので

ニーズ調査が必要なので

ホームレス事業で実施

生保事業で実施

実施！

実施！

実施！

実施！

実施なし

実施なし
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対象者の想定が非常に難しい。類推できる指標を探してその数値を使って必要な
事業規模を想定する。

・対象者の想定により把握した各地域ごとの分布状況から必要な窓口数を検討。

・アウトリーチによる距離的負担を考慮した窓口の配置場所を検討。

・対象者数から必要な職員数を検討。PS事業では職員1人につき30～50人程度。
・他都市のモデル実施状況を確認し、毎月の相談者数・支援者数を想定する。
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・直営か、委託かの選択肢（７割を超える自治体が委託実施の現状）

・委託の場合、直営実施すべき事務の線引き（住宅支援給付の支給事務等）

・委託の場合、事業毎の委託か一括委託かの選択肢（契約事務の負担）

・委託の場合、委託先の想定はあるか（事前の受託見込みの確認）

・委託の場合、業者選定の手法をどうするか（プロポーザル・一者特命）

・生活保護関係職員への事業周知と生活保護相談窓口との連携方法の確立
・生活保護の就労支援事業と困窮者の就労準備支援事業との連携もしくは差別化
・生活保護の高校進学支援事業の生活困窮者支援事業への移行の可能性

・ホームレス巡回相談事業の自立相談支援事業への移行の可能性
・ホームレス緊急一時保護事業の一時生活支援事業への移行の可能性 5
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生活困窮者自立促進支援モデル事業を実施するにあたり、浜松市からの事業委託の受託者（社会福祉法
人聖隷福祉事業団）が、生活にお困りの方々からの相談に応じる新たな相談窓口を開設し、課題解決に向
けた寄り添い支援を行う。

浜松市内に在住する生活にお困りの方の、経済的な問題・精神的な問題・家庭の問題・健康上の問題な
どの総合的な相談を中区に開設する相談窓口（1ヶ所）にて受付け、関係窓口への相談支援や就労支援な
どの必要な支援を寄り添い型で行う。

（１）相談窓口の名称
浜松市生活自立相談支援センター「つながり」（中区元城町２１８－２６ 聖隷ビル２階）

（２）相談時間
毎週月曜～金曜日 ９：００～１７：３０（H26.4.1～H27.3.31） ※祝・休日、年末年始を除く

（３）連絡先
TEL：０５３－５４６－０５００ FAX：０５３－５４６－０６００

（４）相談支援の内容
①自立相談支援事業
生活にお困りの方からの様々な相談に応じて適切な関係窓口へつなぐとともに、複合的な課題を

抱える方については、その課題に応じた支援計画を策定して、各関係機関への相談支援のほか、以
下の就労準備支援や家計相談支援をおこなう。
②就労準備支援事業
就労に向けた課題を多く抱える方に対して、健康・生活管理の意識向上や社会参加能力の習得、

継続的な就労経験の場を提供するといった就労活動に向けた準備支援をおこなう。
③家計相談支援事業
多重債務を抱えている方や金銭管理に不安を抱える方に対して、債務整理支援や家計管理の指導、

貸付機関等への相談支援をおこなう。
（５）相談支援対象者

浜松市内在住で、経済的な問題や精神的な不安など生活に何らかの課題を抱えている方
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